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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１１日（木） ０９時２０分ごろ 

発生場所 北海道函館市住吉漁港南方沖 

 函館市所在の渡島
お し ま

住吉港東防波堤灯台から真方位１８５°４.１海

里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°４１.１′ 東経１４０°４２.９′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五十八開運
かいうん

丸、６.６トン 

   ＡＭ２－７０７２（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.６４ｍ（Lr）×３.２８ｍ×１.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成７

年１月６日 

Ｂ プレジャーモーターボート たか丸、０.３トン 

   ２５０－５１７５６北海道、個人所有 

   ３.４７ｍ（Lr）×１.８０ｍ×０.６２ｍ、ゴム 

   ガソリン機関、７.３０kＷ、平成１７年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２９歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１８年９月８日 

    免許証交付日 平成２３年１月２０日 

           （平成２８年９月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年２月２６日 

    免許証交付日 平成２２年２月２６日 

           （平成２７年２月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷 

Ｂ 左舷及び右舷外板にＡ船の塗料付着、擦過傷等 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２５年７月１１日０９時

１５分ごろ、住吉漁港南方沖４Ｍ付近において、夜間のさめ延縄漁の

操業を終えた。 

 船長Ａは、甲板上から目視で周囲を確認し、Ａ船の付近にプレジャ

ーボート１隻（以下「Ｃ船」という。）が見え、付近にはＣ船以外の

他船を認めなかったので、Ｃ船に気を付けて帰ろうと思い、操舵室に

入って単独で立って操船を行い、船首が青森県大間町大間港へ向くよ

うに右回頭し、対地速力約６～７ノット（kn）で南東進を開始した。 

 船長Ａは、３Ｍレンジとしたレーダーにより、Ｃ船以外のプレジャ

ーボート数隻を探知したが、０.７５Ｍレンジとしたもう１台のレー

ダー画面ではＣ船以外の船舶の映像を認めなかったので、Ａ船の近く

にはＣ船以外の他船はいないものと思い、手動操舵で操船中、Ｃ船

が、Ａ船の前方を左から右に横切り、急に加速したので、不審に思

い、Ｃ船の行方を目視で追ったところ、Ｂ船を認めた。 

 船長Ａは、Ａ船がＢ船のシーアンカー等の索を引っ掛けてしまい、

Ｃ船がＢ船の救助に向かったものと思い、反転してＢ船に向かったと

ころ、Ａ船がＢ船と衝突し、Ｂ船の船長Ｂ及び同乗者Ｂが怪我
け が

を負っ

た旨を船長Ｂから伝えられた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂを乗せ、住吉漁港南方

沖４.１Ｍ付近の釣り場において、北北西流の潮流に流されては機関

を始動して釣り場に戻ることを何度か繰り返しながら、船首を北方に

向けて漂泊して魚釣りを続けていた。 

 船長Ｂは、右舷船尾の腰掛板に腰を掛け、右舷船尾方を向いて魚を

釣っていた際、他船の航走音が少し聞こえていたが、Ｂ船に向かって

接近することはないものと思い、魚釣りを続けた。 

 船長Ｂは、船首に腰を掛け、船尾方を向いて船長Ｂの釣りの様子を

見ていた同乗者Ｂから、Ａ船が近づいて来ている旨を知らされたの

で、左舷側を振り向いたところ、左舷正横約３０ｍに接近するＡ船を

認めた。 

 船長Ｂは、慌てて機関を始動させようとして二度試みたものの、始

動できず、立ち上がってＡ船に向けて手を振って大声で叫んだが、０

９時２０分ごろ、住吉漁港南方沖において、Ａ船右舷船首とＢ船左舷

船首が衝突した。 

 同乗者Ｂは、海に投げ出され、船長Ｂに救助された。 

 付近を哨
しょう

戒中の海上保安部の巡視艇は、Ｂ船の様子がおかしいこ

とから、Ｂ船に向かったところ、本事故の発生を認知した。 

 Ａ船は函館市函館港へ入港し、Ｂ船は自力で住吉漁港へ戻り、船長

Ｂ及び同乗者Ｂは、海上保安官に付き添われて自家用車で病院へ向か

い、船長Ｂが、左前腕及び右側胸部打撲、同乗者Ｂが、右肩、右肘、

右側胸部、右膝及び左下腿
たい

打撲と診断された。 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北北西流約１kn、水温 約１９℃ 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ａ船がＢ船と衝突したことに全く気付かなかった。 

 Ｂ船は、左舷船尾に長さ約２ｍのオレンジ色の旗を立てており、ま

た、レーダーリフレクターを掲げていたが、いずれも衝突の衝撃で落

水した。 

 船長Ｂは、年に４回程度、Ｂ船を操船して主に住吉漁港東方沖で釣

りを行っており、本事故発生場所付近の同漁港南方沖で釣りを行うこ

とはほとんどなかった。 

 同乗者Ｂは、Ｂ船には、本事故当日で二度目の乗船であった。 

 Ｂ船の航行区域は、限定沿海区域であり、当該船舶が安全に発着で

きる任意の地点から５Ｍ以内の水域のうち海岸から３Ｍ以内の水域及

び船舶安全法施行規則第１条第６項の水域に限ると定められていた

が、本事故当時、Ｂ船は同区域から逸脱していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、住吉漁港南方沖で操業を終え、大間港へ向けて南東進中、

船長Ａが、０.７５Ｍレンジのレーダー画面でＣ船以外の船舶の映像

を認めなかったので、付近には他船はいないものと思い、見張りを適

切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、住吉漁港南方沖で漂泊して釣り中、船長Ｂが、他船の航走

音が聞こえていたが、Ｂ船に向かって接近することはないものと思

い、魚釣りを続け、見張りを適切に行っていなかったことから、同乗

者ＢからＡ船が接近していることを知らされ、左舷正横約３０ｍに接

近したＡ船を認め、避航しようとして機関の始動を試みたものの、始

動できず、Ａ船に向けて手を振って発声したが、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、航行区域を逸脱していたが、船長Ｂは、航行区域を超えて

Ｂ船を航行させてはならない。 

原因  本事故は、住吉漁港南方沖において、Ａ船が南東進中、Ｂ船が漂泊

して釣り中、船長Ａが、付近に他船はいないものと思い、見張りを適

切に行っておらず、また、船長Ｂが、魚釣りを続け、見張りを適切に

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・航行中は、他船を見落とすことがないよう、レーダー及び目視に

よる見張りを適切に行うこと。 

 ・漂泊中は、常時見張りを適切に行い、接近する船舶に対しては、

汽笛や有効な音響信号による信号を吹鳴し、接近する状況の監視

を続け、更に接近する場合は速やかに避航すること。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 


